
栃
木
県
立
博
物
館

那
須
甲
子
少
年
自
然
の
家

働
き
方
改
革
関
連
法
の
概
要
や
取
り

組
み
方
に
つ
い
て
、
栃
木
働
き
方
改
革

推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

が
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。
今
回

は
来
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ

イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
が
中
心
の
内

容
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に
は
無
料

個
別
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日　

時　

１
月
28
日
㈫
午
後
１
時
30

分
〜
３
時

※
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
、
相
談
会
を
実
施

し
ま
す
。

▼
場　

所　

黒
磯
公
民
館（
い
き
い
き

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
３
階
大
会
議
室
）

▼
定　

員　

30
名
（
要
予
約
）

▼
締
切
り　

１
月
21
日
㈫

▼
申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ

▼
申
込
み
・
問
合
せ

大
田
原
労
政
事
務
所　

☎
０
２
８
７
‐
２
２
‐
４
１
５
８

Fax
０
２
８
７
‐
２
２
‐
５
１
０
３

○
テ
ー
マ
展　

お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
の

子
ど
も
の
こ
ろ
の
暮
ら
し

昭
和
40
年
代
頃
ま
で
の
衣
食
住
、
遊

び
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
し
ま
す
。
な

つ
か
し
い
道
具
や
お
も
ち
ゃ
の
体
験

コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
、
大
人
も
子
ど
も
も

楽
し
め
ま
す
。

▼
会　

期　

４
月
５
日
㈰
ま
で

〇
県
博
デ
ー

▼
期　

日　

１
月
19
日
㈰

▼
内　

容　

博
物
館
コ
ン
サ
ー
ト
（
ゴ

ス
ペ
ル
）
、
ク
イ
ズ
、
キ
ッ
ズ
ツ

ア
ー
、
学
芸
員
の
と
っ
て
お
き
講
座
、

百
人
一
首
読
み
札
ぬ
り
絵

▼
問
合
せ　

栃
木
県
立
博
物
館

☎
０
２
８
‐
６
３
４
‐
１
３
１
１

〇
第
３
回
な
す
か
し
の
森

フ
ァ
ミ
リ
ー
チ
ャ
レ
ン
ジ

〜
思
い
っ
き
り
雪
遊
び
！
家
族

の
絆
を
深
め
よ
う
〜

そ
り
遊
び
や
シ
ュ
ノ
ー
ケ
ル
で
雪
の

散
歩
、
親
子
で
ク
ッ
キ
ン
グ
（
恵
方
巻

き
作
り
体
験
）
等
を
行
い
ま
す
。

▼
日　

時　

２
月
１
日
㈯
〜
２
日
㈰

１
泊
２
日

▼
対　

象　

幼
児
ま
た
は
小
・
中
学
生

の
子
ど
も
を
含
む
家
族

▼
申
込
方
法　

那
須
甲
子
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
か
ら
申
込
み

〇
な
す
か
し
の
森

　

の
び
の
び
キ
ッ
ズ
（
冬
編
）

冬
の
な
す
か
し
の
森
の
中
で
、
全
身

で
自
然
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
遊
び

を
と
お
し
て
、
子
ど
も
の
多
様
な
動
き

の
獲
得
や
好
奇
心
・
探
求
心
を
刺
激
す

る
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的

に
、自
然
体
験
活
動
事
業
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期　

日　

２
月
15
日
㈯

▼
対　

象　

４
歳
以
上
の
未
就
学
児
と

そ
の
保
護
者

▼
内　

容　

雪
遊
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
冬

の
森
探
検
な
ど

▼
参
加
費　

１
人
１
，
０
０
０
円

▼
締
切
り　

２
月
２
日
㈰

▼
申
込
方
法　

詳
細
は
那
須
甲
子
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

国
立
那
須
甲
子
青
少
年
自
然
の
家

☎
０
２
４
８
‐
３
６
‐
２
３
３
１

栃木県最低賃金は、令和元年10月1日から時間額853円に改正発
効されています。
栃木県内の６の産業の特定最低賃金は、令和元年12月31日から
以下のとおり改正発効されています。
■地域別最低賃金　すべての労働者に適用されます。なお、下記
の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間
額以上の賃金を支払う必要があります。

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（☎028-634-9109）また
は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

■特定最低賃金　18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最
低賃金が適用されます。

時間額
栃木県最低賃金

必ずチェック最低賃金　使用者も、労働者も。

最低賃金の件名

時間額最低賃金の件名

８５３円

塗料製造業 ９６３円

はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

９１０円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

９１０円

自動車・同附属品製造業 ９１７円

計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業、医療用機械器具・
医療用品製造業、光学機械器具・
レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・
同部分品製造業

９０９円

各種商品小売業 ８７１円

〈効力発生　令和元年10月1日〉

〈効力発生　令和現年12月31日〉
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「
働
き
方
改
革
セ
ミ
ナ
ー
」

の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す


